
訪問看護－1/12

別紙２

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法

項 目 現 行 改 正 案

通則 １ 健康保険法（以下「健保法」という。）第８ １ 健康保険法（以下「健保法」という。）第８

（通則の見直し） ８条第４項に規定する指定訪問看護及び老人保 ８条第４項に規定する指定訪問看護及び高齢者

健法（以下「老健法」という。）第４６条の５ の医療の確保に関する法律第７８条第４項に規

の２第４項に規定する指定老人訪問看護（以下 定する指定訪問看護（以下「指定訪問看護」と

「指定訪問看護」と総称する。）の費用の額は 総称する。）の費用の額は、１により算定され

、１により算定される額に２により算定される る額に２により算定される額及び３、４又は５

額及び３又は４により算定される額を加えた額 により算定される額を加えた額とする。

とする。

１ 訪問看護基本療養費（１日につき

）

イ 訪問看護基本療養費 保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業(Ⅰ) (１)

（額の見直し） 療法士又は言語聴覚士による場合

週３日目まで ５，３００円 ５，５５０円(一)

週４日目以降 ６，３００円 ６，５５０円(二)

准看護師による場合(２)

週３日目まで ４，８００円 ５，０５０円(一)



訪問看護－2/12

週４日目以降 ５，８００円 ６，０５０円(二)

(Ⅲ)（新設） （新設） ハ 訪問看護基本療養費

保健師、助産師、看護師、理学療法士、(１)

作業療法士又は言語聴覚士による場合

週３日目まで ４，３００円(一)

週４日目以降 ５，３００円(二)

准看護師による場合(２)

週３日目まで ３，８００円(一)

週４日目以降 ４，８００円(二)

（注の見直し） 注１ イについては、指定訪問看護を受けようと 注１ イについては、指定訪問看護を受けようと

する者に対して、その主治医（健保法第６３ する者（注２に規定する者及び注３に規定す

条第３項第１号に規定する保険医療機関又は る居住系施設入居者等を除く。）に対して、

老健法第２５条第３項第２号に規定する病院 その主治医（健保法第６３条第３項第１号に

及び診療所（以下「保険医療機関等」とい 規定する保険医療機関の保険医又は介護保険

う。）の保険医又は介護保険法（平成９年法 法（平成９年法律第１２３号）第８条第２５

律第１２３号）第８条第２５項に規定する介 項に規定する介護老人保健施設（以下「介護

護老人保健施設（以下「介護老人保健施設」 老人保健施設」という。）の医師に限る。以

という。）の医師に限る。以下同じ。）から 下同じ。）から交付を受けた訪問看護指示書

交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計 及び訪問看護計画書に基づき、健保法第８８

画書に基づき、健保法第８８条第１項に規定 条第１項に規定する指定訪問看護事業者の当

する指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪 該指定に係る訪問看護事業を行う事業所（以
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問看護事業を行う事業所（以下「訪問看護ス 下「訪問看護ステーション」という。）の保

テーション」という。）の保健師、助産師、 健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法

看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士 士、作業療法士又は言語聴覚士（以下「看護

又は言語聴覚士（以下「看護師等」という。 師等」という。）が指定訪問看護を行った場

）が指定訪問看護を行った場合に、当該指定 合に、当該指定訪問看護を受けた者（以下

訪問看護を受けた者（以下「利用者」とい 「利用者」という。）１人につき週３日（同

う。）１人につき週３日を限度（別に厚生労 一の利用者について、イ及びハを併せて算定

働大臣が定める疾病等の利用者に対する場合 する場合において同じ。）を限度（別に厚生

を除く。）として算定する。ただし、当該指 労働大臣が定める疾病等の利用者に対する場

定訪問看護につき訪問看護基本療養費 を算 合を除く。）として算定する。(Ⅱ)

定した場合は所定額は算定しない。

（注の見直し） 注２ ロについては、指定訪問看護を受けようと 注２ ロについては、指定訪問看護を受けようと

する精神障害を有する者であって、障害者自 する精神障害を有する者であって、障害者自

立支援法（平成１７年法律第１２３号）に規 立支援法（平成１７年法律第１２３号）に規

定する障害福祉サービスを行う施設若しくは 定する障害福祉サービスを行う施設若しくは

福祉ホーム又は同法附則第４８条の規定によ 福祉ホーム又は同法附則第４８条の規定によ

りなお従前の例により運営をすることができ りなお従前の例により運営をすることができ

ることとされた同条に規定する精神障害者社 ることとされた同条に規定する精神障害者社

会復帰施設に入所している複数のものに対し 会復帰施設に入所している複数のものに対し

て、それらの者の主治医（精神科を標榜する て、それらの者の主治医（精神科を標榜する

保険医療機関等の保険医に限る。）から交付 保険医療機関等の保険医に限る。）から交付

を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書 を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書

に基づき、厚生労働大臣が定める基準に適合 に基づき、厚生労働大臣が定める基準に適合

しているものとして地方社会保険事務局長に しているものとして地方社会保険事務局長に
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届け出た訪問看護ステーションの保健師、看 届け出た訪問看護ステーションの保健師、看

護師又は作業療法士（精神障害を有する者に 護師又は作業療法士（精神障害を有する者に

対する看護について相当の経験を有するもの 対する看護について相当の経験を有するもの

に限る。）が指定訪問看護を行った場合に、 に限る。）が指定訪問看護を行った場合に、

週３日を限度として算定する。ただし、当該 週３日を限度として算定する。

(Ⅰ)指定訪問看護につき訪問看護基本療養費

を算定した場合は所定額は算定しない。

（注の新設） （新設） 注３ ハについては、指定訪問看護を受けようと

する者が老人福祉法（昭和３８年法律第１３

３号）第２０条の４に規定する養護老人ホー

ム、同法第２０条の６に規定する軽費老人ホ

ーム若しくは同法第２９条第１項に規定する

有料老人ホーム（介護保険法（平成９年法律

第１２３号）第８条第１１項に規定する特定

施設及び同条第１９項に規定する地域密着型

特定施設（以下「特定施設」という。）を除

く。）、老人福祉法第２０条の５に規定する

特別養護老人ホーム、特定施設、高齢者の居

住の安定確保に関する法律施行規則（平成１

３年国土交通省令第１１５号）第３条第６号

に規定する高齢者専用賃貸住宅（特定施設を

除く。）に入居若しくは入所している者又は

介護保険法第８条第９項に規定する短期入所

生活介護、同条第１７項に規定する小規模多
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機能型居宅介護（指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営に関する基準（平

成１８年厚生労働省令第３４号）第６３条第

５項に規定する宿泊サービスに限る。）、介

護保険法第８条第１８項に規定する認知症対

応型共同生活介護、同法第８条の２第９項に

規定する介護予防短期入所生活介護、同条第

１６項に規定する介護予防型小規模多機能型

居宅介護（指定地域密着型介護予防サービス

の事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準（平成

１８年厚生労働省令第３６号）第４４条第５

項に規定する宿泊サービスに限る。）、介護

保険法第８条第１７項に規定する介護予防認

知症対応型共同生活介護を受けている者（以

下「居住系施設入居者等」という。）である

場合に、その主治医から交付を受けた訪問看

護指示書及び訪問看護計画書に基づき、訪問

看護ステーションの看護師等が指定訪問看護

を行った場合には、利用者１人につき週３日

（同一の利用者について、イ及びハを併せて

算定する場合において同じ。）を限度（別に

厚生労働大臣が定める疾病等の利用者に対す

る場合を除く。）として算定する。
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（注の見直し） 注３ 指定訪問看護を受けようとする者の主治医 注４ 指定訪問看護を受けようとする者の主治医

（介護老人保健施設の医師を除く。）から当 （介護老人保健施設の医師を除く。）から当

該者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問 該者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問

看護の必要がある旨の訪問看護指示書（以下 看護の必要がある旨の訪問看護指示書（以下

「特別訪問看護指示書」という。）の交付を 「特別訪問看護指示書」という。）の交付を

受け、当該特別訪問看護指示書及び訪問看護 受け、当該特別訪問看護指示書及び訪問看護

計画書に基づき、訪問看護ステーションの看 計画書に基づき、訪問看護ステーションの看

護師等が指定訪問看護を行った場合には、注 護師等が指定訪問看護を行った場合には、注

１の規定にかかわらず、１月に１回に限り、 １及び注３の規定にかかわらず、１月に１回

当該指示があった日から１４日以内に行った （別に厚生労働大臣が定める者については２

指定訪問看護については１４日を限度として 回）に限り、当該指示があった日から起算し

算定する。 て１４日以内に行った指定訪問看護について

は１４日を限度として算定する

（注の見直し） 注４ イについては、注１に規定する別に厚生労 注５ イ及びハについては、注１に規定する別に

働大臣が定める疾病等の利用者又は注３に規 厚生労働大臣が定める疾病等の利用者又は注

定する１４日を限度として所定額を算定する ４に規定する１４日を限度として所定額を算

利用者に対して、必要に応じて１日に２回又 定する利用者に対して、必要に応じて１日に

は３回以上訪問看護を実施した場合は、難病 ２回又は３回以上訪問看護を実施した場合は

等複数回訪問加算として、所定額にそれぞれ 、難病等複数回訪問加算として、所定額にそ

４，５００円又は８，０００円を加算する。 れぞれ４，５００円又は８，０００円を加算

する。

（注の見直し） 注７ 利用者又はその家族等の求めに応じて行わ 注８ 利用者又はその家族等の求めに応じて行わ

れた主治医（診療報酬の算定方法（平成１８ れた主治医（診療報酬の算定方法（平成

年厚生労働省告示第９２号）別表第一に規定 年厚生労働省告示第 号）別表第一に規定



訪問看護－7/12

する在宅療養支援診療所（以下「在宅療養支 する在宅療養支援診療所又は同表第一に規定

援診療所」という。）の保険医に限る。）の する在宅療養支援病院の保険医に限る。）の

指示により、訪問看護ステーションの看護師 指示により、訪問看護ステーションの看護師

等が緊急に指定訪問看護を実施した場合には 等が緊急に指定訪問看護を実施した場合には

、緊急訪問看護加算として、１日につき所定 、緊急訪問看護加算として、１日につき所定

額に２，６５０円を加算する。 額に２，６５０円を加算する。

（注の新設） （新設） 注９ 別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を

要する者に対し、訪問看護ステーションの看

護師等が、長時間にわたる訪問看護を実施し

た場合には、長時間訪問看護加算として、週

１日を限度として、所定額に５，２００円を

加算する。

（注の見直し） 注８ 利用者について、次のいずれかに該当する 注10 利用者について、次のいずれかに該当する

場合は所定額は算定しない。ただし、別に厚 場合は所定額は算定しない。ただし、別に厚

生労働大臣が定める場合についてはこの限り 生労働大臣が定める場合についてはこの限り

ではない。 ではない。

イ 病院、診療所及び介護老人保健施設等の イ 病院、診療所及び介護老人保健施設等の

医師若しくは看護師等が配置されている施 医師又は看護師等が配置されている施設に

設に現に入院若しくは入所している場合 現に入院若しくは入所している場合

ロ 介護保険法第８条第１１項に規定する特 ロ 介護保険法第８条第１１項に規定する特

定施設入居者生活介護又は同条第１８項に 定施設入居者生活介護又は同条第１８項に

規定する認知症対応型共同生活介護の提供 規定する認知症対応型共同生活介護の提供

を受けている場合 を受けている場合

ハ 他の訪問看護ステーション（注１に規定 ハ 他の訪問看護ステーション（注１に規定
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する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利 する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利

用者については、他の２つの訪問看護ステ 用者については、他の２つの訪問看護ステ

ーション）から現に指定訪問看護を受けて ーション）から現に指定訪問看護を受けて

いる場合 いる場合

２ 訪問看護管理療養費

イ 月の初日の訪問の場合 注２ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合して 注２ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合して

ロ 月の２日目以降の訪問の場合 いるものとして地方社会保険事務局長に届け いるものとして地方社会保険事務局長に届け

（１日につき） 出た訪問看護ステーションが、利用者又はそ 出た訪問看護ステーションが、利用者又はそ

（注の見直し） の家族等に対して当該基準により２４時間連 の家族等に対して当該基準により２４時間の

絡体制にある場合（指定訪問看護を受けよう 対応体制又は連絡体制にある場合（指定訪問

とする者の同意を得た場合に限る。）には、 看護を受けようとする者の同意を得た場合に

２４時間連絡体制加算として、所定額に１月 限る。）には、当該基準に係る区分に応じ、

につき２，５００円を加算する。ただし、他 次に掲げる額のいずれかを所定額に１月につ

の訪問看護ステーションにおいて２４時間連 き加算する。ただし、他の訪問看護ステーシ

絡体制加算を算定している場合は、算定しな ョンにおいてイ又はロに掲げる加算を算定し

い。 ている場合は、算定しない。

イ ２４時間対応体制加算 ５，４００円

ロ ２４時間連絡体制加算 ２，５００円

（注の見直し） 注４ 指定訪問看護を受けようとする者が主治医 注４ 指定訪問看護を受けようとする者が主治医

の所属する保険医療機関等又は介護老人保健 の所属する保険医療機関又は介護老人保健施

施設（当該指定訪問看護を行う指定訪問看護 設に入院中又は入所中である場合において、
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事業者以外の者が開設するものに限る。）に その退院又は退所に当たって、当該訪問看護

入院中又は入所中である場合において、その ステーションの看護師等（准看護師を除く。

退院又は退所に当たって、当該訪問看護ステ ）が、当該主治医又はその所属する保険医療

ーションの看護師等（准看護師を除く。）が 機関若しくは介護老人保健施設の職員と共同

、当該主治医又はその所属する保険医療機関 し、当該指定訪問看護を受けようとする者又

等若しくは介護老人保健施設（当該指定訪問 はその看護に当たっている者に対して、在宅

看護を行う指定訪問看護事業者以外の者が開 での療養上必要な指導を行い、その内容を文

設するものに限る。）の職員とともに、当該 書により提供した場合には、初日の指定訪問

指定訪問看護を受けようとする者又はその看 看護が行われたときに、退院時共同指導加算

護に当たっている者に対して、居宅における として、当該退院又は退所につき１回に限り

療養上必要な指導を行った場合には、初日の 所定額に６，０００円を加算する。ただし、

指定訪問看護が行われたときに、地域連携退 別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者及

院時共同指導加算として、イの所定金額に４ び別に厚生労働大臣が定める状態等にある利

，２００円を加算する。ただし、在宅療養支 用者については、当該退院又は退所につき２

援診療所の保険医と共同して指導を実施した 回に限り加算できる。

場合にはイの所定金額に６，０００円を加算

する。

（注の見直し） 注５ 地域連携退院時共同指導加算は、他の訪問 注５ 退院時共同指導加算は、他の訪問看護ステ

看護ステーションにおいて当該加算を算定し ーションにおいて当該加算を算定している場

ている場合は、算定しない。 合は、算定しない。

（注の新設） （新設） 注６ 指定訪問看護を受けようとする者が第１号

注１に規定する別に厚生労働大臣が定める疾

病等の利用者及び本号注３に規定する別に厚



訪問看護－10/12

生労働大臣が定める状態等にある利用者であ

る場合に、保険医療機関から退院するに当た

って、訪問看護ステーションの看護師等（准

看護師を除く。）が、退院日に療養上必要な

指導を行った場合には、退院支援指導加算と

して、退院日の翌日以降初日の指定訪問看護

が行われた日に６，０００円を加算する。

（注の新設） （新設） 注７ 訪問看護療養費を算定すべき指定訪問看護

を行っている訪問看護ステーションの看護師

等（准看護師を除く。）が、利用者の同意を

得て、訪問診療を実施している保険医療機関

を含め、歯科訪問診療を実施している保険医

療機関又は訪問薬剤管理指導を実施している

保険薬局と文書等により情報共有を行うとと

もに、共有された情報を踏まえて療養上必要

な指導を行った場合に、在宅患者連携指導加

算として、月１回に限り、所定額に３，００

０円を加算する。

（注の新設） （新設） 注８ 訪問看護療養費を算定すべき指定訪問看護

を行っている訪問看護ステーションの看護師

等（准看護師を除く。）が、在宅での療養を

行っている利用者であって通院が困難なもの

の状態の急変等に伴い、当該利用者の在宅療

養を担う保険医療機関の保険医の求めにより
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、当該保険医療機関の保険医等、歯科訪問診

療を実施している保険医療機関の保険医であ

る歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施して

いる保険薬局の保険薬剤師又は居宅介護支援

事業者の介護支援専門員と共同で患家に赴き

、カンファレンスに参加し、それらの者と共

同で療養上必要な指導を行った場合には、在

宅患者緊急時等カンファレンス加算として、

月２回に限り所定額に２，０００円を加算す

。る

（新設） （新設） ４ 後期高齢者終末期相談支援療養費

２，０００円

注 訪問看護療養費を算定すべき指定訪問看護

を行っている訪問看護ステーションの看護師

が、一般的に認められている医学的知見に基

づき回復を見込むことが難しいと保険医療機

関の保険医が判断した後期高齢者である利用

者（在宅での療養を行っている利用者であっ

て通院が困難なものに限る。）に対して、利

用者の同意を得て、保険医療機関の保険医と

共同し、利用者及びその家族等とともに、終

末期における診療方針等について十分に話し

合い、その内容を文書等により提供した場合

に、利用者１人につき１回に限り算定する。
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４ 訪問看護ターミナルケア療養費 ５ 訪問看護ターミナルケア療養費

イ ターミナルケア療養費１ １５，０００円 ２０，０００円

ロ ターミナルケア療養費２ １２，０００円

（項目の見直し）

（注の見直し） 注１ 訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問 注１ 訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問

看護を行っている訪問看護ステーションが、 看護を行っている訪問看護ステーションの看

在宅で死亡した者に対して、その主治医の指 護師等が、在宅で死亡した者に対して、その

示により、死亡日前１４日以内に２回以上在 主治医の指示により、死亡日前１４日以内に

宅患者訪問看護を実施し、かつ、その死亡前 ２回以上在宅患者訪問看護を実施し、かつ、

２４時間以内にターミナルケアを行った場合 訪問看護におけるターミナルケアに係る支援

は、在宅ターミナルケア療養費２の所定額を 体制について利用者及びその家族等に対して

算定する。ただし、当該主治医が在宅療養支 説明した上でターミナルケアを行った場合は

援診療所の保険医である場合には、ターミナ 、訪問看護ターミナルケア療養費の所定額を

ルケア療養費１の所定額を算定する。 算定する。


